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定   款 

 

 

第１章  総 則 

 

（商号） 

第１条  当会社は株式会社デンタスと称し、英文ではＤＥＮＴＡＳ ＣＯ．，ＬＴＤ．と 

     表示する。 

 

（目的） 

第２条  当会社は、下記の業務を営むことを目的とする。 

１． 歯科医療材料の研究開発 

２． 歯科技工補修物材料の研究開発 

３． 歯科医療機械器具の製造、販売及び仲介 

４． 歯科医療材料の輸出入 

５． 歯科医療の補綴物、充填物、又は矯正装置の製造、販売、修理 

６． 医療用具の研究開発 

７． 医療用具の製造及び販売 

８． 医療用具の輸出入 

９． 歯科医院業務に関する情報の収集、蓄積、開発による情報提供サービス事業 

１０．経営コンサルタント業 

１１．企業の買収、合併、業務提携、事業譲渡の調査、企画、及びコンサルティング 

１２．一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業 

１３．有料職業紹介業 

１４．前各号に附帯する一切の事業 

 

（本店の所在地） 

第３条  当会社は、本店を徳島県徳島市に置く。 

   

（公告方法） 

第４条  当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由

によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲

載する方法により行う。 
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第２章 株 式 

 

（発行可能株式総数） 

第５条  当会社の発行可能株式総数は８８２，８００株とする。 

 

（単元株式数） 

第６条  当会社の単元株式数は、１００株とする。 

 

（株式取扱規則） 

第７条  当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款の他、取締役

会において定める株式取扱規程による。 

 

（株主名簿管理人） 

第８条  当会社は、株主名簿管理人を置く。 

２.  株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。 

３.  当会社の株主名簿及び新株予約権原簿並びにそれらの備置きその他の株主名簿、

新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては、

これを取扱わない。 

 

（株式の併合、分割、又は募集株式の割当て） 

第９条   当会社は、株式の併合、分割又は無償割当てを行うときは、普通株式、A 種優先

株式、B 種優先株式及びＣ種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。 

 

 

第３章  Ａ種優先株式 

 

（Ａ種優先株主総会の決議事項） 

第１０条  Ａ種優先株式を有する株主（以下、「Ａ種優先株主」という。）は、Ａ種優先 

株主が決議すべき当会社の株主総会において、その保有するＡ種優先株式１

株につき１個の議決権を有する。 

   ２． 以下の各号に定める行為を行う場合には、あらかじめ種類株主総会における

議決権の過半数の同意を得ることを要する。 

（ⅰ）定款の変更 

（ⅱ）新株、新株予約権、新株予約権付社債及び社債の発行 
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（ⅲ）合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業の全部若しくは重要な一部

の譲渡又は事業の譲受 

（ⅳ）資本減少又は解散 

（ⅴ）各事業年度における剰余金の配当に係る議案の承認 

（ⅵ）自己株式の取得 

（ⅶ）役員の選任及び解任 

（ⅷ）役員の報酬等に係る議案の承認 

（ⅸ）Ａ種優先株式と同一の権利又はＡ種優先株式に優先する権利をＡ種優先

株式以外の株式に与えること 

 

（優先配当） 

第１１条  当会社は毎事業年度末日現在の A 種優先株主または A 種優先株式の登録株式

質権者（以下、「A 種優先登録株式質権者」という。）、B 種優先株式を有する

株主 （以下、「B 種優先株主」という。）または B 種優先株式の登録株式質権

者（以下、「B 種優先登録株式質権者」という。）、およびＣ種優先株式を有す

る株主 （以下、「Ｃ種優先株主」という。）またはＣ種優先株式の登録株式質

権者（以下、「Ｃ種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有す

る株主（以下、「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以

下、「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、次のとおり剰余金（以下「優

先配当」と総称し、個別に「各優先配当」という。）をいずれも同一の順位で

配当する。 

（ⅰ）A 種優先株式に対しては、１株あたり年１０，０００円 

（ⅱ）Ｂ種優先株式に対しては、１株当たり年１０，０００円 

（ⅲ）Ｃ種優先株式に対しては、１株当たり年１０，０００円 

   ２． ある事業年度において A 種優先株主または A 種優先登録株式質権者、B 種優

先株主または B 種優先登録株式質権者、およびＣ種優先株主またはＣ種優先

登録株式質権者に対して行う剰余金の配当の額が優先配当の額に達しないと

きは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。 

   ３  優先配当に加え、更に配当を行う場合には、普通株主または普通登録株式質

権者、A 種優先株主または A 種優先登録株式質権者、B 種優先株主または B

種優先登録株式質権者、およびＣ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者

に対して、同順位にて配当する。この場合、優先配当に加え普通株式１株に

つき支払う配当にその時点における普通株式の交付比率を乗じた額の配当金

を支払う。 
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（残余財産の分配） 

第１２条  当会社の残余財産を分配するときは、A 種優先株主または A 種優先登録株式

質権者に対し、Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者およびＣ種優先

株主またはＣ種優先登録株式質権者に対する分配が完了した後にさらに分配

可能な残余財産がある場合は、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、

A 種優先株式１株につき A 種優先株式払込金に相当する金額（但し、A 種優

先株式につき、株式併合、株式分割、株式無償割当て、またはこれに類する

事由があったときは、適切に調整される。）を支払う。 

   ２． 前項による分配の後なお残余財産がある場合には、普通株主、A 種優先株主、

B 種優先株主、およびＣ種優先株主に対し同順位にて分配する。この場合、A

種優先株主に対しては前項の分配額に加え、A 種優先株式 1 株につき、普通

株式 1 株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産を分配する。 

 

（取得請求権） 

第１３条  Ａ種優先株主は、発行に際して取締役会の決議で定める取得を請求しうべき

期間中、当該決議で定める取得の条件で、当会社がＡ種優先株式を取得する

のと引換えに当会社の普通株式を交付することを請求することができる。 

   ２． 前項において交付する普通株式の当初の価額（以下、「Ａ種優先株式請求価額」

という）は、Ａ種優先株式１株につき金２００，０００円とする。 

   ３． 株式分割を行うときは、次式によってＡ種優先株式請求価額を調整する。 

Ａ種優先株式調整後請求価額＝ 

                          株式分割前発行済株式数 

Ａ種優先株式調整前請求価額    ×   ――――――――─―― 

                          株式分割後発行済株式数 

    

４． 株式併合を行うときは、次式によって A 種優先株式請求価額を調整する。 

Ａ種優先株式調整後請求価額＝ 

                          株式併合前発行済株式数 

Ａ種優先株式調整前請求価額    ×   ――――――――─―― 

                          株式併合後発行済株式数 
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   ５． 株式の無償割当てを行うときは、次式によってＡ種優先株式請求価額を調整

する。 

Ａ種優先株式調整後請求価額＝ 

                          株式無償割当て前発行済株式数 

Ａ種優先株式調整前請求価額    ×   ――――――――─――――― 

                          株式無償割当て後発行済株式数 

 

６．  調整前のＡ種優先株式請求価額を下回る金額をもって当会社の普通株式を発

行又は自己株式を処分する場合、かかる発行又は処分における１株当たりの

普通株式払込金額又は処分価額をもって調整後のＡ種優先株式請求価額とす

る。なお、調整後のＡ種優先株式請求価額は、払込期日もしくは出資の履行

をした日以降、又は株主割当日がある場合は、その日以降これを適用する。 

７． 調整前のＡ種優先株式請求価額を下回る価額をもって当会社が取得するのと

引換えに当会社の普通株式を交付することを請求することができる株式を発

行する場合、かかる株式の払込期日（但し、払込期日がない場合は発行日）

に、当該株式の普通株式交付請求価額をもって調整後のＡ種優先株式請求価

額とする。調整後のＡ種優先株式請求価額は、払込期日（但し、払込期日が

ない場合は発行日）以降これを適用する。 

８． 新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。）の行使に

より発行される普通株式１株当りの発行価額（会社法第２３６条第１項第３

号及び会社法第２３８条第１項第３号の金額の合計。以下同じ。）が調整前の

A 種優先株式請求価額を下回ることになる新株予約権を発行する場合、かかる

新株予約権の割当日に、発行される新株予約権全てが行使されたものとみな

し、かかる交付される普通株式１株あたりの払込金額を、調整後のＡ種優先

株式請求価額とする。調整後のＡ種優先株式請求価額は、新株予約権の割当

日以降これを適用する。  

９． 上記各項に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合には、当会社は

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によ

りその旨ならびにその事由、調整後のＡ種優先株式請求価額、適用の日およ

びその他必要な事項を通知した上、上記各項に準じてＡ種優先株式請求価額

の調整を適切に行うものとする。 

（ⅰ）合併、株式交換、株式移転、会社分割、又は資本減少のためにＡ種優先

株式請求価額の調整を必要とするとき。 

（ⅱ）前（ⅰ）号のほか、当会社の発行済普通株式数（但し、当会社が保有す

る当会社の普通株式の数を除く。）の変更または変更の可能性を生じさせ

る事由の発生によってＡ種優先株式請求価額の調整を必要とするとき。 
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（ⅲ）第７項に定める株式の取得請求可能期間が終了したとき。 

    但し、当該株式全てが取得請求された場合を除く。 

（ⅳ）第８項に定める新株予約権の行使期間が終了したとき。 

    但し、当該新株予約権全てにつき行使請求が行われた場合を除く。 

１０． Ａ種優先株式の取得請求権の行使により交付すべき当会社の普通株式の株式

数は、Ａ種優先株主が取得請求権の行使のために提出したＡ種優先株式の発

行価額（但し、Ａ種優先株式につき株式分割、株式併合、株式無償割当て又

はこれに類する事由があった場合には適切に調整される。）の総額を、Ａ種優

先株式請求価額で除した数とする。但し、１株未満の端数が生じた場合には、

これを切り捨てる。 

１１． Ａ種優先株式請求価額の調整に際して計算が必要な場合には、円位未満小数

第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

 

（取得条項） 

第１４条  当会社は、Ａ種優先株式の最初の発行の日以降、次のいずれかの事由が生じ

た場合には、取締役会で定める日をもって、Ａ種優先株式の全部を一斉取得

することが出来る。 

     （ⅰ）Ａ種優先株式数の過半数を有するＡ種優先株主の書面による請求があっ

たとき。 

     （ⅱ）取締役会が、証券取引所に普通株式を上場するために、その申請を行う

ことを決議したとき。 

２． 前項の場合、Ａ種優先株式の取得と引き換えにＡ種優先株主に対して交付べ 

き普通株式数は、前条第１０項に準じて計算されるものとする。 

 

 

第４章  Ｂ種優先株式 

 

（Ｂ種優先株主総会の決議事項） 

第１５条  Ｂ種優先株主は、Ｂ種優先株主が決議すべき当会社の株主総会において、そ

の保有するＢ種優先株式１株につき１個の議決権を有する。 

   ２． 以下の各号に定める行為を行う場合には、あらかじめ種類株主総会における

議決権の過半数の同意を得ることを要する。 

（ⅰ）定款の変更 

（ⅱ）新株、新株予約権、新株予約権付社債及び社債の発行 

（ⅲ）合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業の全部若しくは重要な一部
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の譲渡又は事業の譲受 

（ⅳ）資本減少又は解散 

（ⅴ）各事業年度における剰余金の配当に係る議案の承認 

（ⅵ）自己株式の取得 

（ⅶ）役員の選任及び解任 

（ⅷ）役員の報酬等に係る議案の承認 

（ⅸ）Ｂ種優先株式と同一の権利又はＢ種優先株式に優先する権利をＢ種優先

株式以外の株式に与えること 

 

（優先配当） 

第１６条  Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対する優先配当を行うときは、

第１１条を準用する。 

 

（残余財産の分配） 

第１７条  当会社の残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式

質権者に対し、Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対する分配が

完了した後にさらに分配可能な残余財産がある場合は、普通株主または普通

登録株式質権者、および Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権に先立ち、

Ｂ種優先株式１株につきＢ種優先株式払込金に相当する金額（但し、Ｂ種優

先株式につき、株式併合、株式分割、株式無償割当て、またはこれに類する

事由があったときは、適切に調整される。）を支払う。 

   ２． 前項による分配および第１７条第１項による分配の後なお残余財産がある場

合には、普通株主、A 種優先株主、B 種優先株主、およびＣ種優先株主に対し

同順位にて分配する。この場合、Ｂ種優先株主に対しては前項の分配額に加

え、Ｂ種優先株式 1 株につき、普通株式 1 株当たりの残余財産分配額と同額

の残余財産を分配する。 

 

（取得請求権） 

第１８条  Ｂ種優先株主は、発行に際して取締役会の決議で定める取得を請求しうべき

期間中、当該決議で定める取得の条件で、当会社がＢ種優先株式を取得する

のと引換えに当会社の普通株式を交付することを請求することができる。 

２． 前項において交付する普通株式の当初の価額（以下、「B 種優先株式請求価額」

という）は、B 種優先株式１株につき金２５０，０００円とする。 

３． 株式分割を行うときは、第１３条第３項を準用する。 

４． 株式併合を行うときは、第１３条第４項を準用する。 

５． 株式の無償割当てを行うときは、第１３条第５項の式を準用する。 
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６． 調整前のＢ種優先株式請求価額を下回る金額をもって当会社の普通株式を発

行又は自己株式を処分する場合、かかる発行又は処分における１株当たりの

普通株式払込金額又は処分価額をもって調整後のＢ種優先株式請求価額とす

る。なお、調整後のＢ種優先株式請求価額は、払込期日もしくは出資の履行

をした日以降、又は株主割当日がある場合は、その日以降これを適用する。 

７． 調整前のＢ種優先株式請求価額を下回る価額をもって当会社が取得するのと

引換えに当会社の普通株式を交付することを請求することができる株式を発

行する場合、かかる株式の払込期日（但し、払込期日がない場合は発行日）

に、当該株式の普通株式交付請求価額をもって調整後のＢ種優先株式請求価

額とする。調整後のＢ種優先株式請求価額は、払込期日(但し、払込期日がな

い場合は発行日)以降これを適用する。 

８． 新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。）の行使に

より発行される普通株式１株当りの発行価額（会社法第２３６条第１項第３

号及び会社法第２３８条第１項第３号の金額の合計。以下同じ。）が調整前の

B 種優先株式請求価額を下回ることになる新株予約権を発行する場合、かかる

新株予約権の割当日に、発行される新株予約権全てが行使されたものとみな

し、かかる交付される普通株式１株あたりの払込金額を、調整後のＢ種優先

株式請求価額とする。調整後のＢ種優先株式は、新株予約権の割当日以降こ

れを適用する。 

９． 上記各項に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合には、当会社は

Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によ

りその旨ならびにその事由、調整後のＢ種優先株式請求価額、適用の日およ

びその他必要な事項を通知した上、上記各項に準じてＢ種優先株式請求価額

の調整を適切に行うものとする。 

（ⅰ）合併、株式交換、株式移転、会社分割、又は資本減少のために B 種優先

株式請求価額の調整を必要とするとき。 

（ⅱ）前（ⅰ）号のほか、当会社の発行済普通株式数（但し、当会社が保有す

る当会社の普通株式の数を除く。）の変更または変更の可能性を生じさせ

る事由の発生によって B 種優先株式請求価額の調整を必要とするとき。 

（ⅲ）第７項に定める株式の取得請求可能期間が終了したとき。但し、当該株

式全てが取得請求された場合を除く。 

（ⅳ）第８項に定める新株予約権の行使期間が終了したとき。但し、当該新株

予約権全てにつき行使請求が行われた場合を除く。 

１０． Ｂ種優先株式の取得請求権の行使により交付すべき当会社の普通株式の株式数

は、Ｂ種優先株主が取得請求権の行使のために提出したＢ種優先株式の発行価

額  （但し、Ｂ種優先株式につき株式分割、株式併合、株式無償割当て又は    
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これに類する事由があった場合には適切に調整される。）の総額を、Ｂ種優先

株式請求価額で除した数とする。但し、１株未満の端数が生じた場合には、こ

れを切り捨てる。 

１１． Ｂ種優先株式請求価額の調整に際して計算が必要な場合には、円位未満小数第

２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

 

（取得条項） 

第１９条  当会社は、Ｂ種優先株式の最初の発行の日以降、次のいずれかの事由が生じ

た場合には、取締役会で定める日をもって、Ｂ種優先株式の全部を一斉取得

することが出来る。 

（ⅰ）Ｂ種優先株式数の過半数を有するＢ種優先株主の書面による請求があっ

たとき。 

（ⅱ）取締役会が、証券取引所に普通株式を上場するために、その申請を行う

ことを決議したとき。 

２． 前項の場合、Ｂ種優先株式の取得と引き換えにＢ種優先株主に対して交付す

べき普通株式数は、前条第１０項に準じて計算されるものとする。 

 

 

第５章  Ｃ種優先株式 

 

（Ｃ種優先株主総会の決議事項） 

第２０条  C 種優先株主は、C 種優先株主が決議すべき当会社の株主総会において、その

保有する C 種優先株式１株につき１個の議決権を有する。 

   ２． 以下の各号に定める行為を行う場合には、あらかじめ種類株主総会における

議決権の過半数の同意を得ることを要する。 

（ⅰ）定款の変更 

（ⅱ）新株、新株予約権、新株予約権付社債及び社債の発行 

（ⅲ）合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業の全部若しくは重要な一部

の譲渡又は事業の譲受 

（ⅳ）資本減少又は解散 

（ⅴ）各事業年度における剰余金の配当に係る議案の承認 

（ⅵ）自己株式の取得 

（ⅶ）役員の選任及び解任 

（ⅷ）役員の報酬等に係る議案の承認 

（ⅸ）Ｃ種優先株式と同一の権利又はＣ種優先株式に優先する権利をＣ種優先
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株式以外の株式に与えること 

 

（優先配当） 

第２１条  Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対する優先配当を行うときは、

第１１条を準用する。 

 

（残余財産の分配） 

第２２条  当会社の残余財産を分配するときは、C 種優先株主または C 種優先登録株式

質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者、A 種優先株主または A

種優先登録株式質権者、およびＢ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者

に先立ち、Ｃ種優先株式１株につきＣ種優先株式払込金に相当する金額（但

し、Ｃ種優先株式につき、株式併合、株式分割、株式無償割当て、またはこ

れに類する事由があったときは、適切に調整される。）を支払う。 

   ２． 前項による分配、第２２条第１項による分配、および第１７条第１項による

分配の後なお残余財産がある場合には、普通株主、 A 種優先株主、B 種優先

株主、およびＣ種優先株主に対し同順位にて分配する。この場合、C 種優先株

主に対しては前項の分配額に加え、C 種優先株式 1 株につき、普通株式 1 株

当たりの残余財産分配額と同額の残余財産を分配する。 

 

（取得請求権） 

第２３条  Ｃ種優先株主は、発行に際して取締役会の決議で定める取得を請求しうべき

期間中、当該決議で定める取得の条件で、当会社がＣ種優先株式を取得する

のと引換えに当会社の普通株式を交付することを請求することができる。 

２． 前項において交付する普通株式の当初の価額（以下、「Ｃ種優先株式請求価額」

という）は、Ｃ種優先株式１株につき金２５０，０００円とする。 

３． 株式分割を行うときは、第１３条第３項を準用する。 

４． 株式併合を行うときは、第１３条第４項を準用する。 

５． 株式の無償割当てを行うときは、第１３条第５項の式を準用する。 

６． 調整前のＣ種優先株式請求価額を下回る金額をもって当会社の普通株式を発

行又は自己株式を処分する場合、かかる発行又は処分における１株当たりの

普通株式払込金額又は処分価額をもって調整後のＣ種優先株式請求価額とす

る。なお、調整後のＣ種優先株式請求価額は、払込期日もしくは出資の履行

をした日以降、又は株主割当日がある場合は、その日以降これを適用する。 

７． 調整前のＣ種優先株式請求価額を下回る価額をもって当会社が取得するのと

引換えに当会社の普通株式を交付することを請求することができる株式を発

行する場合、かかる株式の払込期日（但し、払込期日がない場合は発行日）        
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に、当該株式の普通株式交付請求価額をもって調整後のＣ種優先株式請求価

額とする。調整後のＣ種優先株式請求価額は、払込期日(但し、払込期日がな

い場合は発行日)以降これを適用する。 

８． 新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。）の行使に

より発行される普通株式１株当りの発行価額（会社法第２３６条第１項第３

号及び会社法第２３８条第１項第３号の金額の合計。以下同じ。）が調整前の

Ｃ種優先株式請求価額を下回ることになる新株予約権を発行する場合、かか

る新株予約権の割当日に、発行される新株予約権全てが行使されたものとみ

なし、かかる交付される普通株式１株あたりの払込金額を、調整後のＣ種優

先株式請求価額とする。調整後のＣ種優先株式は、新株予約権の割当日以降

これを適用する。 

９． 上記各項に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合には、当会社は

Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によ

りその旨ならびにその事由、調整後のＣ種優先株式請求価額、適用の日およ

びその他必要な事項を通知した上、上記各項に準じてＣ種優先株式請求価額

の調整を適切に行うものとする。 

（ⅰ）合併、株式交換、株式移転、会社分割、又は資本減少のためにＣ種優先

株式請求価額の調整を必要とするとき。 

（ⅱ）前（ⅰ）号のほか、当会社の発行済普通株式数（但し、当会社が保有す

る当会社の普通株式の数を除く。）の変更または変更の可能性を生じさせ

る事由の発生によってＣ種優先株式請求価額の調整を必要とするとき。 

（ⅲ）第７項に定める株式の取得請求可能期間が終了したとき。但し、当該株

式全てが取得請求された場合を除く。 

（ⅳ）第８項に定める新株予約権の行使期間が終了したとき。但し、当該新株

予約権全てにつき行使請求が行われた場合を除く。 

１０． Ｃ種優先株式の取得請求権の行使により交付すべき当会社の普通株式の株式数

は、Ｃ種優先株主が取得請求権の行使のために提出したＣ種優先株式の発行価

額  （但し、Ｃ種優先株式につき株式分割、株式併合、株式無償割当て又はこ

れに類する事由があった場合には適切に調整される。）の総額を、Ｃ種優先株

式請求価額で除した数とする。但し、１株未満の端数が生じた場合には、これ

を切り捨てる。 

１１． Ｃ種優先株式請求価額の調整に際して計算が必要な場合には、円位未満小数第

２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

 

（取得条項） 

第２４条  当会社は、Ｃ種優先株式の最初の発行の日以降、次のいずれかの事由が生じ
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た場合には、取締役会で定める日をもって、Ｃ種優先株式の全部を一斉取得

することが出来る。 

（ⅰ）Ｃ種優先株式数の過半数を有するＣ種優先株主の書面による請求があっ

たとき。 

（ⅱ）取締役会が、証券取引所に普通株式を上場するために、その申請を行う

ことを決議したとき。 

２． 前項の場合、Ｃ種優先株式の取得と引き換えにＣ種優先株主に対して交付す

べき普通株式数は、前条第１０項に準じて計算されるものとする。 

 

 

第６章  株主総会 

 

（総会の招集） 

第２５条  当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から３ヶ月以内に招集し、臨

時株主総会は、必要に応じて随時これを招集する。 

 

（定時株主総会の基準日） 

第２６条  当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年３月３１日とする。 

 

（招集権者および議長） 

第２７条  株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、

取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役

会において定めた順序によって、他の取締役が招集する。 

 

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） 

第２８条  当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類

および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令

に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、

株主に対して提供したものとみなすことができる。 

 

（決議の方法） 

第２９条  株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めのある場合を除き、出席

した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行う。 

２． 会社法第３０９条第２項に定める決議は、議決権を行使できる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって
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行う。 

 

（議決権の代理行使） 

第３０条  株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権

を行使することができる。この場合、株主または代理人は、株主総会ごとに

代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。 

 

（種類株主総会） 

第３１条  第２５条乃至第２９条の規定は、種類株主総会についてこれを準用する。 

 

（議事録） 

第３２条  株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定

める事項は、議事録に記載または記録する。 

 

 

第７章  取締役および取締役会 

 

（取締役会の設置） 

第３２条  当会社は取締役会を置く。 

 

（取締役の員数） 

第３３条  当会社の取締役は１０名以内とする。 

 

（取締役の選任方法） 

第３４条  取締役は、株主総会の決議によって選任する。 

   ２． 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

   ３． 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 

 

（取締役の任期） 

第３５条  取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会終結の時までとする。 

   ２． 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役

の任期の満了すべき時までとする。 
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（取締役会の招集権者および議長） 

第３６条  取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役社長が招集し、議長

となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定め

た順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 

 

（取締役会の招集通知） 

第３７条  取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役および各監査役に対し

て発する。但し、緊急必要のあるときは、この期間を更に短縮することがで

きる。 

   ２． 取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締

役会を開催することができる。 

 

（取締役会の決議の方法） 

第３８条  取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をも

って行う。 

 

（取締役会の決議の省略） 

第３９条  当会社は、取締役（当該決議に加わることができるものに限る。）の全員が取

締役会の議事項について書面により同意の意思表示をしたときは、当該決議

事項を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす。但し、監査役が異

議を述べたときはこの限りでない。 

 

（取締役会の議事録） 

第４０条  取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定

める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこ

れに記名押印する。 

 

（代表取締役および役付取締役） 

第４１条  当会社を代表すべき取締役は、取締役会の決議をもって選定する。 

   ２． 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 

   ３． 取締役会は、その決議によって、取締役社長１名を選定し、また必要に応じ、

副社長１名および専務取締役および常務取締役各若干名を選定することがで

きる。 

 

（取締役の報酬等） 

第４２条  取締役の報酬、賞与その他職執行の対価として当会社から受ける財産上の益
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（以下「報酬等」という。）については、株主総会の決議をもって定める。 

 

（取締役の責任免除） 

第４３条  当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、

取締役（取締役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除するこ

とができる。 

   ２． 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役

等であるものを除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限

定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく損害賠償の限

度額は、会社法第４２５条第１項各号に規定する金額の合計額とする。 

 

 

第８章  監査役 

 

（監査役の設置） 

第４４条  当会社は監査役を置く。 

 

（監査役の員数） 

第４５条  当会社の監査役は３名以内とする。 

 

（監査役の選任） 

第４６条  監査役は、株主総会の決議によって選任する。 

   ２． 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

 

（監査役の任期） 

第４７条  監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会終結の時までとする。 

   ２． 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時

までとする。 

 

（監査役の報酬等） 

第４８条  監査役の報酬等については、株主総会の決議をもって定める。 
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（監査役の責任免除） 

第４９条  当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、任務を怠ったことによる

監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、

取締役会の決議によって免除することができる。 

２． 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、監査役との間に、任務を

怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但

し、当該契約に基づく損害責任の限度額は、会社法第４２５条第１項各号に

規定する金額の合計額とする。 

 

 

第９章  計 算 

 

（事業年度） 

第５０条  当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（期末配当金） 

第５１条  当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記

載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の

配当（以下「期末配当金」という。）を支払う。 

   ２． 前項に定める場合のほか、当会社は、基準日を定め、基準日の最終の株主名

簿に記載された株主又は登録株式質権者に対して、剰余金の配当を行うこと

が出来る。 

 

（期末配当金の除斥期間） 

第５２条  期末配当金が、支払開始の日から満３年を経過しても受領されないときは、

当会社はその支払の義務を免れる。 

   ２． 未払の期末配当金には利息をつけない。 

 

附則 

第１条 第５条の変更および第６条の新設ならびにそれに伴う条数の繰り下げの効力発生

日は、平成２７年８月１日とする。 

なお、本附則は、効力発生日をもってこれを削除する。 

 

 

平成２１年３月２６日一部改訂 
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平成２１年１１月２６日一部改訂 

平成２２年６月１５日一部改訂 

平成２６年６月３０日一部改訂 

平成２７年６月２５日一部改訂 

平成２７年７月１３日一部改訂 

 

 

上記は当社の現行定款に相違ありません。 

 

平成２７年７月１３日 

 

徳島県徳島市問屋町４８番地 

 

株式会社 デンタス 

 

代表取締役  島   文 男 

 


